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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

第1章 内臓脂肪症候群（メタポリックシンドローム）に着目する意義   第1章 内臓脂肪症候群（メタポリックシンドローム）に書目する意義   

平成17年4月に、日本内科学会等内科系8学会が合同でメタポリックシンドロームの  

疾患概念と診断基準を示した。   

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂貿異常、高血圧を呈する病態  

であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高＜、  

内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本  

としている。   

すなわら、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、ま  

た、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等  

の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症  

化を予防することは可能であるという考え方である。   

内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）の概念を導入することにより、内臓脂肪  

の蓄積、体重増加が血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血  

管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全  

などに至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者にとっ  

て、生活習慣と健診紹栗、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての  

明確な動機づけができるようになると考える。  

平成17年4月に、日本内科学会等内科系8学会が合同でメタポリツクシンドロームの  

疾患概念と診断基準を示した。   

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態  

であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症1」スクが高＜、  

内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本  

としている。   

すなわら、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、ま  

た、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等  

の心血菅疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症  

化を予防することば可能であるという考え方である。   

内臓脂肪症候群（メタポリックシンドローム）の概念を導入することにより、内臓脂肪  

の蓄積、体重増加が血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血  

管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、心血菅疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全  

なとに至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者にとっ  

て、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやす＜、生活習慣の改善に向けての  

明確な動機づけができるようになると考える。   



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

第2章 健診の内容   

（1）健診項目（検査項日及び質問項目）  

1）基本的考え方   

○ 今後の新たな健診においては、糖尿病等の生活習慣病、とりわけ内臓脂肪症候群（メ  

タポリックシンドローム）の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とす  

る者を的確に抽出するための健吉多項目とする。  

○ また、質問項目は、（D生活習慣病のリスクを評価するためのものであること、②保  

健指導の階層化と健吉多結果を通知する際の「情報提供」の内容を決定する際に活用す  

るものであることという考え方に基づくものとする。  

○ なお、過去の健診項目との比較や健吉多実施体制の確保の容易性から、既に実施され  

てきている他の健康診断・健康言多査等（介護保険法に基づく地域支援事業を含む）と  

の関係について整理することが必要である。  

第2章 健診の内容   

（1）健診項目（検査項目及び質問項目）  

1）基本的考え方   

○ 今後の新たな健診においては、糖尿病等の生活習慣病、とりわけ内臓脂肪症候群（メ  

タポリックシンドローム）の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とす  

る者を的確に抽出するための健診項目とする。  

○ また、質問項目は、①生活習慣病のリスクを評価するためのものであること、②保  

健指導の階層化と健害多結果を通知する際の「情報提供」の内容を決定する際に活用す  

るものであることという考え方に基づくものとする。  

○ なお、過去の健診項目との比較や健診実施体制の確保の容易性から、既に実施され  

てきている他の健康診断・健康言多査等（介護保険法に基つ＜地域支援事業を含む）と  

の関係について整王望することが必要である。  

2）具体的な健診項目  

「健診対象者の全員が受ける基本的な健診」と「医師が必要と判断した場合に選択的  

に受ける詳細な健診」の項目を以下のとおりとする（匝亘∃参照）。  

なお、現行の健康診断・健康診査等で行われていない新たな項目については、その実   

施方策等について検討を行うことが必要である。  

任）基本的な健診の項目  

質問項目、身体計測（身長、体重、BMl、腹囲（内臓脂肪面積））、理学的検査（身  

体診察）、血圧測定、血液化学検査（中性脂肪、HDLコL／ステロール、LDLコL／  

ステロール）、肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ－GT（γ－G   

TP））、瓜糖検査（空腹時血糖又はHbAIc検査）、尿検査（尿糖、尿蛋白）  

②詳細な健診の項目  

心電図検査、眼底検査、貧血検査（赤血球数、血色素量〔ヘモグロビン値〕、ヘマ   

トクリット値）のうら、現行の老人保健事業での基本健康診査における判断基準を踏   

まえた一定の基準（匝垂亘）の下、医師が必要と判断したものを選択  

8）その他の健診項目  

40～74歳を対象とする健康診査においては、それぞれの法令の趣旨、目的、制   

度に墨つき、①の基本的な健診項目以外の項目を実施する。  

2）具体的な健診項目  

「健診対象者の全員が受ける基本的な健診」と「医師が必要と判断した場合に選択的  

に受ける詳細な健診（精密僅星鎚」の項目を以下のとおりとする（匝直∃参照）。  

なお、現行の健康喜多断・健康診査等で行われていない新たな項目については、その実   

脂万策等について検討を行うことが必要である。  

㊥基本的な健診の項目  

質問項目、身体計測（身長、体重、BMl、腹囲）、理学的検査（身体診察）、血圧  

測定、血液化学検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロー）L／）、肝   

機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ－GT（γ－GTP））、   

溝クレアチ三ン）、血糖検査（空腹時又は随時）、卜1b皐1c検査、血清尿酸検査  

②詳細な健吉多（精密健診）の項目  

心電図検査、眼底検査、卿山、貧血検査（赤血球数、血色  

素量〔ヘモグロビン値〕、ヘマトクリット値）のうち、現行の老人保健事業での基本   

健康診査における判断基準を踏まえた一定の基準（匝直召）の下、医師が必要と判  

断したものを選択  

3）質問項目   

基本的な健喜多の項目に含まれる質問項目を匝麺亘とする。  

3）質問項目  

基本的な健診の項日に含まれる質問項目を  とする。   



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

4）項目の定期的な見直し  

健診項目等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研究芦補   

助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づ＜、†建言多項目とするような   

体制の在り方について検討する。  

（参考）現在の質問項目等について   

① 老人保健法による保健事業における基本健康診査の質問項目（現在の症状、既往歴、家族歴、  

嗜好、過去の健康診査受診状況等）一一具体的項目なし（※）  
※ 65歳以上の舌に対しては、介護予防のための生活機能評価に関する基本チ＝ツクリスト（25項  

目）が定められている。  

② 老人保健法による保健事業における生活習慣病予防に関する健康度評価のための篤間票・   

③ 労働安全衛生法における事業害健診における質問項目（業務歴、既往歴、自覚症状、他覚  

症状）一一具体的項目なし   

なと、制度ことに様々である。さらに、国民健康・栄衰調査なども含め他の吉局査においても、   

質問内容が異なっている。   

例えば、喫煙歴についての質問内容の違いは以下のとおり。  

4）項目の定期的な見直し  

健診項目等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研究費補   

助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく、健吉多項目とするような   

体制の在り方について検討する。  

（参考）現在の質問項目等について   

① 老人保健法による保健事業における基本健康診査の質問項目（現在の症状、既往歴、家族歴、   

嗜好、過去の健康診査受診状況等）一一具体的項目なし（※）  

※ 65歳以上の書に対しては、介護予防のための生活機能評価に関する基本チェックリスト（25項目）  
が定められている。  

② 老人保健法による保健事業における生活習慣病予防に関する健康度評価のための質問票   

③ 労働安全衛生法における事業者健診における質問項目（業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症  

状）－一具体的項目なし   

なと、制度ことに様々である。さらに、国民健康・栄套調査なども含め他の吉局査においても、草   

間内容が異なっている。   

例えば、喫煙歴についての葉閣内容の違いは以下のとおり。  

喫煙についての質問内容   

（1）老人保健法による保健事業・健康度騨価のための賞間内容   

1 現在の喫煙について ロ吸っている □過去に吸っていた □吸わない   

2 吸い始めた年齢は  （ ）農   

3 たばこをやめた年齢は （ ）歳   

4 1日の喫煙本数は  （ ）本   

（2）多くの事業所等で使用されている質問内容（国民栄養調査（一日14）と同様）   
「喫煙について」  

① 以前から（ほとんど）吸わない  

② 以前は吸っていたが今は吸わない  

③ 現在喫煙している  

④ ②、③に回答した場合→平均00本（一日あたりい喫煙歴00年   

※ 留意事項（「第5次循環器疾患基礎調査」より）  

「以前から（ほとんど）吸わない」には、以前一時的に吸った経験があっても現在取ってい  

ない青も含める。  
「以前は吸っていたが今は吸わない」とは、以前一定期間以上（1年以上）吸っていた経験  

があり、現在吸わない看をいう。  

（3）国民健康・栄養調査（H15■〉）の貫閣内容  

・「あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。J   

l 合計100本以上、又は6ケ月以上吸っている（吸っていた）   

2 吸ったことはあるが合計100本未満で6ケ月末溝である   

3 まったく吸ったことがない  

イ現在（この1ケ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印   

をつけてください。」   

1 毎日吸う   

2 ときどき吸っている   

3 今は（この1ケ月間）吸っていない   

※ 「現在習慣的に喫煙をしている看」の定纏は、r合計100本以上、又は6ケ月以上吸ってい  

る看」のうち、現在（この1ケ月間）「毎日吸う」又は「ときどき吸っている」看である。   

喫煙についての質問内容   

（1）老人保健法による保健事業・健康度騨価のための質問内容   
1 現在の喫煙について 口吸っている □過去に吸っていた □吸わない   
2 吸い始めた年齢は  （ ）裁   
3 たばこをやめた年齢は （ ）歳   
4 1日の喫煙本数は  （ ）本   

（2）多くの事業所等で使用されている賞閣内容（国民栄養倒眉（～H14）と同様）   
「喫煙について」  
（丑 以前から（ほとんど）吸わない  
② 以前は吸っていたが今は吸わない  
（卦 現在喫煙している  

④ ②、③に回答した場合→平均00本（一日あたりい喫煙歴00年   
※ 留意事項（「第5次循環器疾患基礎鯛倭」より）  

「以前から（ほとんど）吸わない」には、以前一時的に吸った経験があっても現在吸ってい  
ない青も含める。  
「以前は吸っていたが今は吸わない」とは、以前一定期間以上（1年以上）取っていた経験  
があり、現在吸わない者をいう。  

（3）国民健康・栄養調査（H15～）の貫聞内容  
・「あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。」   
1 合計100本以上、又は6ケ月以上吸っている（吸っていた）   
2 吸ったことはあるが合計100本末満で6ケ月未満である   
3 まったく吸ったことがない   

・「現在（このTケ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる寺号を1つ選んで○印   
をつけてください。」   
1 毎日吸う   

2 ときどき吸っている   
3 今は（この1ケ月間）吸っていない   
※ r現在習慣的に喫煙をしている者」の定鶴は、「合計100本以上、又は6ケ月以上吸ってい  

る者」のうち、現在（この1ケ月間）「毎日吸う」又は「ときどき吸っている」着である。  



1）基本的考え方   

○ 現行の健診では、健喜多の実施機関ことに検査法、検査機器や書式薬等の違いにより基   
準値、検査測定値や健診判定値が異なることもあり、異なる健診機関の間で一律に比  
較を行うことは困難である。  

○ 一万、今後の新たな健吉多では、医療保険者は複数の健診機関で実施された被保険者   
の健診結果のデータを一元的に管理し、リスクの高いものから優先的に保健指導をし   
ていくことが必要となるため、共通の健診判定値の設定や健吉多検査項日毎の検査測定  
値の標準化が必要である。  

○ また、健診項目の判定基準値については、内臓脂肪症候群（メタポリックシンドロ   

ーム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の関係する学会のガイドラインとの整合性を   

確保することが必要であり、定められた判定基準値についても、学会との連携の下、  
定期的に見直しを行うシステムが必要である。  

1）基本的考え方   
○ 現行の健診では、健吉多の実施機関ごとに検査法、検査機器や試薬等の違いにより基   

準値、検査測定値や健診判定値が異なることもあり、異なる健吉多機関の間で一律に比  
較を行うことは困難である。  

○ 一万、今後の新たな健喜多では、医療保険者は複数の健吉多機関で実施された被保険者   
の健喜多結果のデータを一元的に管理し、リスクの高いものから優先的に保健指導をし   
ていくことが必要となるため、共通の健診判定値の設定や健吉多検査項目毎の検査測定  
値の標準化が必要である。  

○ また、健喜多項目の判定基準値については、内月蔵脂肪症候群（メタ朴」ックシンドロ   

ーム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の関係する学会のガイドラインとの整合性を   

確保することが必要であり、定められた判定基準値についても、学会との連携の下、   
定期的に見直しを行うシステムが必要である。  

2）異休的な標準化の内容  

①血液検査   
○ 現在検討されている健診の血液検査旦項目（下記）については、独立行政法人産業  

技術総合研究所等の協力を得て（※）、可能な限り、平成20年度までに標準物質の  

開発を行い、検査測定値の標準化を行うことができるようにする。  
※ 現在、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会（JCCLS）、独立行政法人産業技術総合  

研究所等が連携し、臨床検査用の標準物質の開発を実施している。  

【血液検査8項目】  

脂質 （①中性脂肪、②HDL⊃レステロール、③LDLコレステロール）  

肝機能（④AST（GOT）、⑤ALT（GPT）、⑥γ一GT（γ－GTP））  
その他（塾血糖、塾HbAIc）   

2）具体的な標準化の内容  

往1血液検査   

○ 現在検討されている健診の血液検査ユ旦＿項目（下記）については、独立行政法人産  

業技術総合研究所等の協力を得て（※）、可能な限り、平成20年度までに標準物質  

の開発を行い、検査測定値の標準化を行うことができるようにする。  
※ 現在、特定非営利活動法人Ej本臨床検査標準協議芸（JCCLS）、独jl行政法人産業技術総合研  

究所等が連携し、臨床検査用の標準物質の開発を実施している。  

【血液検査10項目】  

脂質 （①中性脂肪、②HDLコレステロール、③LDLコL／ステロール）  

肝機能（楓AST（GOT）、⑤ALT（GPT）、⑥γ一GT（γ－GTP））  
腎機能（⑦血清クレアチニン）  

その他（盈血糖、塾HbAIc、塾血清尿酸）  
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○ 血液検査の標準物質については、技術的に可能な範囲で保健指導の必要性などの判   
断に用いるための判定値である「健診判定値」を持つものとする（例えば、HbAIc   
であれば、5．2％（境界型の判定）及び6．1％（糖尿病型の判定）の標準値）。  

○ 血液検査の標準物質については、技術的に可能な範囲で保健指導の必要性などの判   
断に用いるための判定値である「健診判定値」を持つものとする（例えば、HbAIc   
であれば、5．5％（境界型の判定）及び6．1％（糖尿病型の判定）の標準値）。   
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血液検査項Bのうら、AST（GOT）、ALT（GPT）、γ－GT（γ－GTP）  一
」
 
 化学会の勧告する方法が提示されており、標準法の設定は行われている。さらに、  

詔書正されたJC－ERM（Japan Certified－enZyme re†erence material）も市販されており、  

らを用いた精度管理を行っている施設では十分な互換性が担保されていると考える。  

○ 平成20年度において、これら標準物質が市販されている甥合には、健診機関は、  

原則として、これら標準物質を使用し、トレーサビリティも含めた十分な精度管理を  

行うことが必要である。  

②血圧測定、腹囲計測  

血圧測定、腹囲計測については、測定方法を統一するため、これまでの国民健康・   

栄責調査等で行われてきた測定手法をもとに検討を進めていく（匝亘司）。   

3）学会ガイドラインとの整合性   

内臓脂肪症候群（メタボl」ツクシンドローム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の判   

定基準値については、これらに関係する学会のガイドラインと整合性がとれたものとす   

る。  

○ 平成20年度において、これら標準物質が市販されている場合には、健診機関は、  

原則として、これら標準物質を使用し、トレーサビリティも含めた十分な精度管理  

を行うことが必要である。   

②血圧測定、腹囲計測  

血圧測定、腹囲計測については、測定方法を統一するため、これまでの国民健康・   

栄責調査等で行われてきた測定手法をもとに検討を進めていく（匪直司）。  

3）学会ガイドラインとの整合性   

内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の判   

定基準値については、これらに関係する学会のガイドラインと整合性がとれたものとす   

る。  
4）基準個等の定期的な見直し   

健診判定基準値等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研   

究費補助金による研究班等を活用して、各学会の車新の知見に基づく判定基準値とする   

ような体制の在り方について検討する。  

※ 具体的な健害多項目ことの標準的な測定方法、判定基準については匝奉照。   

4）基準値等の定期的な見直し   

健診判定基準値等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研   

究費補助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく判定基準値とする   

ような体制の在り方について検討する。  

※ 異体的な健診項月ごとの標準的な測定方法、判定基準については匪麺照。  
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第3章 保健指導対象者の選定と階層化   

（1）保健指導対象者の選定と階層化の基準  

1）基本的考え方   

生活習慣病の予防を期待できる内臓脂肪症候群（メタポリックシンドローム）の選定   

及び階層化や、生活習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかを的確   

に評価するために、保健指導対象者の選定及び階層化の標準白勺な数値基準力て必要とな   

る。   

2）具体的な選定・階層化の基準  

①内臓脂肪型肥満を伴う場合の選定  

内臓脂肪蓄積の程度を判定するため、その基準として腹囲を用いるとともに、内臓   

脂肪症候群（メタポリックシンドローム）の判定基準となる高血糖、高血圧等のリス   

クを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を用いる。  

②内臓脂肪型肥満を伴わないⅠ易合の選定  

腹囲計測によって内臓脂肪型肥満と判定されない場合にも、高血糖、高血圧等のリ  

スクを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を基本的な健診として実施すること   

により、内臓脂肪型肥満を伴わない糖尿病、高血圧症等の個別の生活習慣病を判定す  

ることができるようにする。  

③健吉多項目の判定基準   

「健診項目の基準値等の標準化」については匝頭5参照。   

第3章 保健指導対象者の選定と階層化   

（1）保健指導対象者の選定と階層化の基準  

1）基本的考え方   

生活習慣病の予防を期待できる内臓脂肪症候群（メタポリックシンドローム）の選定   

及び階層化や、生活習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかを的確   

に評価するために、保健指導対象者の選定及び階層化の標準的な数値基準が必要とな   

る。   

2）具体的な選定・階層化の基準  

府内臓脂肪型肥満を伴う場合の選定  

内臓脂肪蓄積の程度を判定するため、その基準として腹囲を用いるとともに、内臓   

脂肪症候群（メタポリックシンドローム）の判定基準となる高血糖、高血圧等のリス   

クを評価する健吉多項目（血糖や血圧等の測定）を用いる。  

②内臓脂肪型肥満を伴わない場合の選定  

腹囲計測によって内臓脂肪型肥満と判定されない場合にも、高血糖、高血圧等のリ   

スクを評価する健吉多項目（血糖や血圧等の測定）を基本的な健診として実施すること   

により、内臓脂肪型肥満を伴わない糖尿病、高血圧症等の個別の生活習慣病を判定す  

ることができるようにする。  

③健診項目の判定基準  

「健吉多項目の基準値等の標準化」と同様に以下のようにする。  

空腹時血糖100mg／dl未満、随時血糖140mg／dl未満、かつ、HbAIc5．5％未満  情開提供  

保健指導  空腹時血糖100mg／dl以上126mg／dl未満、随時血糖140mg／dl以上180mg／dl  

未満、又は、HbAIc5．5％以上6．1％未満  

空腹時血糖126mg／dl以上、随時血糖180mg／dl以上、又は、HbAIc6．1％以上  受診勧奨  

脂 質（中性脂肪、HD」コレステロール）  

中性脂肪150mg／dl未満、かつ、HDLコレステロール40mg／dl以上  

中性脂肪150mg／dl以上、又は、HDLコレステロール40mg／dl未満  

（同上）中性脂肪150mg／dl以上、又は、HDLコレステロール40mg／dl未満  

情絹提供  

保健指導  

！受診勧奨  

収縮朋血圧130mmHg未満、かつ、拡張期血圧85mmHg未満  情報提供  

保健指導   

！壁書多勧奨   

収縮朋血圧130mmHg以上140mmHg未満、又は、拡張期血圧85mmHg以上  

90mmHg未満  

収縮期血圧140mmHg以上、又は、拡張期血圧90mmHg以上  





標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

（2）保健指導対象者の選定と階層化の方法  

1）基本的考え方   

○ 内月7削旨肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因（高血圧、高血糖、脂質異常等）が   

増え、リスク要因が増加するほど心疾患等が発症しやすくなる。このため、保健指導   

対象者の選定は、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目することが重要となる。  

○ このため、内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを   

設定していくとともに、頗慣の改善を行った万   

が予防効果が期待できると考えられるため、卿旨導レベルの設定をし  

ていく⊥ 

○ その際、交細寺   

でさる者を明確にし、保健指導対象者を選定する。   

○ 特定健康診査に相当する健喜御し   

た者と同様に、特定保健指導を実施する。   

2）具体的な選定・階層化の方法   

ろ至⊥フTl   

O 腹囲とBM】で内臓脂肪蓄積のリスクを判定する   
・腹囲 M≧85cm、F≧90cm  →（1）   

・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMf≧25→（2）  

※（1）、（2）卿については、3）留意事項参照   

さテノぎ   

○ 検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。   

○ ①～③は内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）の判定項目、④はその他の   

関連リスクとし、④喫煙歴については①から③のリスクが1つ以上場合にのみをカウ  

ントする。  

（2）保健指導対象者の選定と階層化の方法  

1）基本的考え方  

○ 内臓脂肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因（高血圧、高血糖、脂質異常等）が   

増え、リスク要因が増加するほど心疾患等が発症しやすくなる。このため、保健指導   

対象者の選定は、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目することが重要となる。   

○ このため、内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを  

設定していく。   

○ なお、嚇こつい   

ては、湘呆健指導とは異なる手法の   

保健指導となる。  

2）具体的な選定・階層化の方法   

喜ス、≠こ可   

○ 腹囲とBMlで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する   

・腹囲 M≧85cm、F≧90cm  →（1）   

・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMI≧25→（2）  

・（1）、（2）以外 →（3）   

匝＼丁、フご5   

0 検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。   

○ ①～③は内臓脂肪症候群（メタポリックシンドローム）の判定項目、④～⑥はその   

他の関連リスクとし、④～⑥については①～③のリスクが1つ以上の場合にのみカウ  

ントする。  

①血糖  a空腹時血糖 雄又は  
（但し、（1）の動機つけ支援レベル判定及び（2）、（3）の場合には100mg／甜  b醐 又は  

cHbAIc  皇旦迫以上 又は  
d薬剤治療を受けている場合（質問票より）  
a中性脂肪  150mg／dl以上 又は  
bHDLコレステロール 40mg／dl未満 又は  
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  
a収縮期  130mmHg以上 又は  
b拡張期  85mmHg以上 又は  
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  

a空順時血糖  100mg／dl以上 又は  
bHbAIcの場合  皇」≧ 
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  
a中性脂肪  150mg／dl以上 又は  
b HDLコレステロール 40mg／dl未満 又は  
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  
a収縮期  130mmHg以上 又は  
b拡張期  85mmHg以上 又は  
c薬剤治療を受けている場合（質問票より）  

喫煙歴あり  

120mg／d＝以上   
喫煙歴あり  

7．Omg／dl以上  

④しDしコレステロール  
⑤質問票  
⑥血清尿酸  ④質問票   
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尿チップ到   

ステップ1、2から保健指導レベルをクループ分け  
（1）の場合   

塑＝塵のリスクのうら  

追加リスクが  2以上の対象者は  積檀紙支援レベル  
十の対象者は  動機つけ支援レベル  
0の対象者は  情報提供レベル  

壷ッフ3】   

ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分け  
（1）の場合   

＆＝塵のリスクのうち   追加リスプが 2以上の対象者（脚ム）  
基準適合者）は  積極的支援レベル  

とする。  とする。  0又は1の粛象者は  動機づけ支援レベル  

（2）の場合   

企＝塵のリスクのうら  

追加リスクが  3以上の対象者は  積極的支援レベル  

1又は2の対象者は  動機づけ支援レベル  

0の対象者は  情報提供レベル  とする。   

（2）の場合   

塑＝塾のリスクのうら  

追加リスクが 3以上の対象者は  
1又は2の対象者は  

0の対象者は   

積極的支援レベル  

動機づけ支援レベル  

情報提供レベル  とする。  

（3）の場合   

①～⑥のリスクのうら   

追加リスクが凋 積極的支援レベル  
1から3の対象者は  動機づけ支援レベル  
○の対象者は ＋ とする。  

0王） ㈲の場合の支齢去は、「内臓脂肪減少」を目的としたプログラムではなく、個人個人  

卿。  

旨導  
レベルと、質問結果の生活習慣改善の必要性との関係鋸力、ら、追加的†こ保健指導のレベル  

を決定する。  

※1生活習慣改善の必要性を判断するための質問票   

≡＝－＝ ≡≡   はい  いいえ   剋星   

1▲ 20歳の時の体重から10kg以上土曽加している   はい（1点）いいえ（0点）  ⊥急   

21匝130分以上の軽く汗をか＜運動を週2日以上、1年  はい  いいえ  

出土芸盈   はい  いいえ   「いいえ」  

3．日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間  はい  いいえ   堤」＿畠   

払皇室塵．   

4．同世代の同性と比較して坊＜速度が速い   

5．たばこを吸っている   はい（1点）いいえ（0点）  ユ＿急   

計  旦息  

なお、画しており、回答の際の目安については、別途Q＆Aを作成し、提示し  
ていく。  
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※2健診結果の保健指導レベルと質問項目の合計点数による保健指導の判定  

健診糸吉栗の保健指導         レベル  ・ステップ4よ  

悶積極的支援  険者による特定保健指導の対象としない。  
医療機関においては、生活習慣病管理料、管理栄義士による外来宋責貴事指導料、  

集団宋薫食事指導料等を活用することが望ましい。  

なお、特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減  

少させるために、必要と判断した場合には、主治医の依頼又は、了解の下に、保健  

指導を行うことができる。  

○ 市町村の一般衛生部門においては、主5台医の依頼又は、了解の下に、医療保険者  

と連携し、健診データ・レセプトデータ等に墨つき、必要に応じて、服薬中の者の  

住民に対する保健指導を行うべきである。  

○＋前期高齢者（65歳以上75歳未満）については、㈹予防効果が多く期待できる  

65歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、②日常生  

活動作能力、運動機能等を踏まえ、QOLの低下に配慮した生活習慣の改善が重要  

であること等の理由から、積極的支援の対象となったⅠ易合でも動機づけ支援とす  

亘旦＿   

3）留意事項   

○ 医療保険者の判断により、動機づけ支援、積極的支援の対象者以外の者に対しても、  

保健指導を実施することができる。  

○ 市町村の一般衛生部門においては、医療保険者と連携し、健診結果等のから、医療  

機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診していない壱に対する対  

策、特定保健指導対象者以外の書に対する保健指導等を行うべきである。  

○ 特定保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果、質問  

票等によって、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優  

先順位をつけ保健指導を実施すべきである（第3編参照）。  

○ 保健指導を実施する際に、健診機関の医師が医療機関を直ちに受診する必要がある  

と判断しているにもかかわらず、保健指導対象者が、医療機関を受診していない場合  

は、心血管病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療が必要であ  

ることを指導することが重要である。  

○ また、健診データ・レセプトデータ等に墨つき、治療中断者を把握し、心血管病の   

進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療の相続が必要であることを   

指導することが重要である。   

動機つけ支援  

惰幸酎屋倶  ［コ  

※ 印の該当者については、状況を指扇の上、医療機関受診を検討する9  

対象者力㈱郡酎旨導が  
十分できない場合等には、三脚旨導が確保されるよう調整を  
行うこと力凱   

なお、現在治傾を行っている医療機関は、言多療報酬上の生活習慣病管理料や管理栄責  
士による外来栄鰍旨導料等を積極白勺に活用することが望まれ  
皇L   

また、㈱情報を積極的に活用することが望まれる。  

（例：高血圧の治療中であっても、血糖にリスクがある場合は、糖尿病予防のための保  
健指導が必要であり、医療機関と連携した上で、必要な保健指導が確保されるよ  
う調整することが重要。）   

現行の老人保健事業での基本健康診査における判断基準を踏まえた一定の基準の下、  
重症化の進展を早期にチェックするため、医師が必要と判断した場合は、詳細な健診（精  
密健診）として、眼底検査、心電囲等のうらから選択的に行うこととする。  

【車「市l   

検査結果が、  
粧 又は  

b8適時血業唐の場合  180mg／dl以上 又は  
c  

②脂質  a中一性脂月方 150mg／d】以＿上＋二又は  

b HDLコレステロール 40mg／dl未満  
j j 140Jl叩1H 払土 

b拡張舞月  90mmHg以上  
掛 8．Omg／dl以上  血L王虹 此   

の甥合で、御（心疾患、脳卒中等の重  
症化予防）のために治療が必要であることを指導し、治療の中断による重症化が起きな  
いよう保健指導を継続することが重要である。   

星亙」治療中であっても重症化を予防するためには生活習慣の改善が重要であること  

から、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬における生活習慣病管理料や管理栄  

養士による外来栄責貴事指導料、集団栄養真事指導料等を積極的に活用することが望ま  
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4）その他  に は、保健指導が確実に確保されるよ  医療機関で保健指導が十分できない場合等   れる  
う、医療機関と調整することが望ましい。   

また、医療保険者は、生活習慣病管理料等の情報を積極的に活用することが望まれる  
診結果の通知   

ま皇室壁呈ぶ、＿」虻蛙里迫・て⊥＿草堅頂モ亘⊥三い亘過日」芦笠盛・上空環、＿墨ぎ盛  

が持つ意義等について、わかりやすく受診者に通知する必要がある。  

栗を判定値  に示す判定  戒的に受診   その際、  
3）留意事項   

○ 健保組合や市町村などで、すべての対象者に対して、「動機つけ支援」（個別面接）   

を行っている場合など、既に濃厚な保健指導を行っている場合は、あえて「情報提供」  

のみの対象者を選定する必要はない。  

○ 保健指導の対象者のうら「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果によって優   

先順位をつけ、最も必要な対象者に絞ることも差し支えない。ただし、年次計画を立   

て、保健指導が必要な対象者に対しては、必ず保健指導が実施されるよう配慮する。  

に当ては畔軋：血圧lこついては、白衣高血圧等の  
問題があり、再測定が重要であ置こと、中憎牒細別こフいては、直前の食事摂取に影響を  

受けるこ亡、血糖値についてにL受診勧奨判定値を超えていれば、直ちに医療機関を受  

診する必要があること）、異常値の程度、年齢等を考慮した上で、医療機関孝受診する  

必要性を個別に医師が判岬口することが重要である。   

享た、制～159  
mmHg、拡張期血圧90～99叩巾」g）即看習慣の改  
善を優先して行うことが一般的であり、問った者については、健  
吉多機関の医師の判断により、聯  

必要に応じて、受診勧奨を行うことが望ましい。  

詳細な健診   

判断基準を踏まえた一定の基準の下、重症化の進展を早期にチェックするため、医師  

が必要と判断した場合は、閲、ら選択的に  

行うこととする。   

塁お、㈱性を  

蜘こ、受  

干機能検査等の取扱い   

しDLコレステロール、AST、ALT、γ－GT等（別皆層化に見いられない検査結  

果についても、制吉葉  

に応じて、その病態、生活習慣の改善する上での留意点等をわ力、りやすく説阻する必要  

雛  

11   
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第4章 健診の精度管理   

内部精度管理と外部精度管理の実施   

（1）基本的考え方   

内部精度管理、外部精度管理について、健喜多実施者は、「健康増進事業実施者に対す   

る健康吉夢査の実施等に関する指針」における精度管理に関する事項に準拠して、精度管   

理を行うものとする。  

（2）内部精度管理   

内部精度管理については、原則として、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会  

（JCCLS）、独立行政法人産業技術研究所が開発した標準物質を使用L／、トレーサ   

ビリティも含めた十分な内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保吉正されてい   

ることが必要である。  

（3）外部精度管理   

外部精度管理については、現在実施されている種々の外部精度管理事業（日本医師会、   

日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が   

保証された結果であることが必要である。  

第4章 健診の精度管理   

内部精度管理と外部精度管理の実施   

（1）基本的考え方   

内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施者に対する   

健康診査の実施等に関する指針」における精度管理に関する事項に準拠して、精度管理   

を行うものとする。  

（2）内部精度管理   

内部精度管理については、原則として、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会  

（JCCLS）、独立行政法人産業技術研究所が開発L／た標準物質を使用L／、トL／－サビ  

リティも含めた十分な内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保証されている   

ことが必要である。  

（3）外部精度管理   

外郡精度管理については、現在実施されている種々の外部精度管理事業（日本医師会、   

日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が   

保証された結果であることが必要である。  

（参 考）   

精度管理とは、健康吉卿   

や保存の条件、嚇こ管理する   

ことをいう。  

これを同一の施設内で行うことを内部精度管理といい、複数の施設間で行うことを外   

部精度管理という。  

12   
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（参考）「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」  

（平成16年厚生労働省告示第242号）（抄）  

第二 健康診査の実施に関する事項   

二 億康診査の精度管理   

1 健康増進事業実施者は、健康診査の精度管理（健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同  

じ。）が生涯にわたる個人の健康管理の基盤として重要であることにかんかみ、健康診査における  

検査結果の正確性を確保するとともに、検査を実施する書や精度管理を実施する吾が異なる場合  

においても、受診者が検査結果を正確に比較できるようにすること。また、必要のない再検査及  

び精密検査を減らす等必要な措置を講じることにより健康診査の質の向上を国ること。   

2 健康増進事業実施者は、健康診査を実施する際には、この指針に定める内部精度管理（健康診査  

を行う看が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。）及び外部精度管理（健康診査を行う者以外の  

善が行う精度管理をいう。以下同じ。）を適切に実施するよう努めること。また、当該精度管理の  

実施状況を当該健康増進事業の対象者に周知するよう努めること。   

3 健康増進事業実施者は、健康診査の実施に関する内部精度管理として、次に掲げる事項を考慮  

した規程を作成する等適切な措置を講じるよう努めること。   

（－）健康喜多査の実施の管理者の配置等管理体制に関する事項   

（二）健康診査の実施の手順に関する事項   

（三）健康診査の安全性の確保に関する事項   

（四）検査方法、検査結果の基準値、判定基準等検査結果の取扱いに関する事項   

（五）検体の採取条件、検体の保存条件、検体の提出条件等検査の実施に関する事項   

（六）検査用機械器具、試薬、標準物賞等の管理について記録すること及びその記録を保存するこ  

とに関する事項   

（七）検査結果の保存及び管理に関する事項   

4 健康増進事業実施者は、健康診査に関する外部精度管理として、全国規模で実施される外部精  

度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等により、自ら  

実施する健康喜多査について必要な外部精度管理を実施するよう努めること。   

5 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合は、委託先に対して前  

二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施するよう要請するとともに、当該内  

部精度管理及び外部精度管理を適切に実施しているカリこついての報告を求める等健康診査の実施  

につき委託先に対して適切な管理を行うこと。   

6 健康増進事業実施者は、研修の実施等により健康診査を実施する者の知識及び技能の向上を図  

るよう努めること。  

（参考）「健康増進事業実施者に対する健康喜多査の実施等に関する指針」  

（平成16年厚生労働省告示第242号）（抄）  

舅＝ 健康診査の実施に関する事項   

二 健康診査の精度管理   

1 健康増進事業実施者は、健康書多査の精度管理（健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同  

じ。）が生涯にわたる個人の健康管理の基盤として重要であることにかんがみ、健康診査における  

検査結果の正確性を確保するとともに、検査を実施する者や精度管理を実施する善が異なるj易合  

においても、受診者が検査結果を正確に比較できるようにすること。また、必要のない再検査及  

び精密検査を滴らす等必要な措置を講じることにより健康診査の実の向上を図ること。   

2 健康増進事業実施者は、健康言多重を実施する際には、この指針に定める内部精度管理（健康診査  

を行う書が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。）及び外部精度管理（健康診査を行う者以外の  

吾が行う精度管理をいう。以下同じ。）を適切に実施するよう努めること．また、当害亥精度管理の  

実施状況を当該健康増進事業の対象者に周矢口するよう努めること。   

3 健康増進事業実施琶は、健康診査の実施に関する内部精度管理として、次に掲げる事項を考慮  

した規程を作成する等適切な措置を講じるよう努めること。   

（－）1薩康診査の実施の管理者の配置等管理体制に関する事項   

（二）健康害多査の実施の手順に関する事項   

（三）健康診査の安全性の確保に関する事項   

（四）検査万法、検査結果の基準値、判定基準等検査結果の取扱いに関する事項   

（五）検体の採取条件、検体の保存条件、検体の提出条件等検査の実施に関する事項   

（六）検査用機械器具、書式薬、標準物質等の管理について記録すること及びその害己録を保存する  

ことに関する事項   

（七）検査結果の保存及び管理に関する事項   

4 健康増進事業実施者は、健康診査に関する外部精度管理として、全国規模で実施される外部精  

度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等により、自ら  

実施する健康吉多査について必要な外部精度管理を実施するよう努めること。   

5 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合は、委託先に対して酌  

二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施するよう要請するとともに、当言亥内  

部精度管理及び外部精度管理を適切に実施しているかについての報告を求める等健康診査の実施  

につき委託先に対して適切な管理を行うこと。   

6 健康増進事業案施琶は、研修の実施等により健康吉多査を実施する壱の知識及び技能の向上を図  

るよう努めること。   
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